
君津健康福祉センターに対する意見及び質問に対する回答等について 

 

意見・要望 

 

君津地域４市の災害医療救護体制を整備するにあたって、管内の医療機関

を管轄する保健所として、医師会との具体的な協議等、４市をリードし、調

整役を担っていただきたい。（袖ケ浦市） 

 

意見に対する対応 

 

 大規模災害時に保健所は、合同救護本部を立ち上げることになっており、

災害医療コーディネーターに御参加いただき、ＤＭＡＴ活動拠点本部及び君

津中央病院と連携を図り、４市と連携して災害対応を行うこととなっており

ます。 
災害対応については、保健所において管内４市、君津木更津医師会、医療

機関等に御参加いただいている君津地域災害医療会議を年２回程度開催して

おりますので、事前に協議内容を提案いただければ、その中で関係団体と協

議することはできます。 
また、市が実施する調整会議等に参加依頼があれば、保健所として参加す

ることもできます。 

 

 


